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規

則

東
京
都
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
六
号

東
京
都
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
す
る
規
則

（
通
則
）

第
一
条

東
京
都
（
本
庁
、
本
庁
行
政
機
関
、
地
方
行
政
機
関
、
附
属
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
長
並
び
に

こ
れ
ら
の
長
の
補
助
機
関
を
含
む
。
）
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

電
子
署
名

電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
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二

電
子
証
明
書

東
京
都
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら

れ
る
事
項
が
当
該
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
を
い

う
。

三

電
子
署
名
記
録
媒
体

署
名
符
号
（
電
子
署
名
を
行
う
た
め
に
用
い
る
符
号
を
い
う
。
）
及
び

電
子
証
明
書
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。

四

局
長

東
京
都
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
組
織
規

程
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
局
長
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
室
長
並
び
に
住

宅
政
策
本
部
長
及
び
中
央
卸
売
市
場
長
を
い
う
。

五

局

組
織
規
程
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
庁
の
局
、
室
並
び
に
住
宅
政
策
本
部
及
び
中
央

卸
売
市
場
を
い
う
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
等
）

第
三
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
及
び
更
新
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
が
こ
れ
を
行
い
、
局

長
に
交
付
す
る
。

（
使
用
し
な
く
な
っ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
）

第
四
条

局
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
組
織
の
改
廃
、
更
新
等
の
た
め
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き

は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
引
継
書
に
よ
り
そ
の
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
デ

ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
に
速
や
か
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
引
継
ぎ
を
受
け
た
と

き
は
、
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
た
署
名
符
号
及
び
電
子
証
明
書
に
係
る
電
磁
的
記
録

を
抹
消
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
）

第
五
条

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
戦
略
部
戦
略
課
長
（
以
下
「
戦
略
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
電
子
署

名
記
録
媒
体
を
発
行
し
、
又
は
更
新
し
た
と
き
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
東
京
都
電
子
署
名
記

録
媒
体
管
理
簿
を
作
成
し
、
整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
戦
略
課
長
は
、
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体

に
係
る
東
京
都
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
簿
に
必
要
な
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
の
指
名
等
）

第
六
条

局
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。
）
を
置
き
、
庶
務
主
管
課

長
（
庶
務
主
管
課
の
長
を
い
う
。
総
務
局
に
あ
っ
て
は
、
総
務
局
総
務
部
文
書
課
長
）
を
も
っ
て
充

て
る
。

２

管
理
者
は
、
局
長
の
命
を
受
け
て
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
の
指
名
等
）

第
七
条

管
理
者
の
下
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
取
扱
者
（
以
下
「
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

取
扱
者
は
、
管
理
者
が
自
己
の
指
揮
監
督
す
る
職
員
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
。

３

取
扱
者
は
、
管
理
者
の
命
を
受
け
て
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
。

４

管
理
者
又
は
取
扱
者
が
不
在
で
あ
る
と
き
は
、
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
職
員
が
そ
の
事

務
を
代
行
す
る
。

５

管
理
者
は
、
取
扱
者
を
指
名
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局

長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
保
管
）

第
八
条

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
常
に
堅
固
な
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
の
ほ
か
、
盗
難
、

紛
失
及
び
不
適
正
な
使
用
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
勤
務
時
間
外
に

あ
っ
て
は
、
金
庫
等
に
保
管
し
、
施
錠
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

管
理
者
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
取
扱
者
以
外
の

者
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
事
故
報
告
）

第
九
条

局
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
デ

ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
に
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
電
子
署
名
記
録
媒
体
事
故
報
告
書
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
破
損
、
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
記
録
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
の

毀
損
又
は
パ
ス
ワ
ー
ド
の
忘
失
に
よ
り
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
使
用
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

盗
難
、
紛
失
、
災
害
等
に
よ
り
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
所
在
が
不
明
に
な
っ
た
と
き
。

三

当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
パ
ス
ワ
ー
ド
が
漏
え
い
し
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
電
子
署
名
記
録
媒
体
が
不
正
に
使
用
さ
れ
、
又
は
不
正
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に
使
用
さ
れ
得
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
の
付
与
）

第
十
条

電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
の
付
与
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
号
様

式
に
よ
る
電
子
署
名
使
用
簿
（
以
下
「
使
用
簿
」
と
い
う
。
）
に
必
要
な
事
項
を
入
力
し
、
電
子
署

名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
電
磁
的
記
録
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
電
磁

的
記
録
」
と
い
う
。
）
に
決
定
済
み
の
起
案
文
書
（
当
該
起
案
文
書
に
係
る
事
案
の
内
容
を
文
書
総

合
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
添
え
、

管
理
者
又
は
取
扱
者
の
照
合
（
以
下
「
電
子
署
名
照
合
」
と
い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
照
合
を
行
っ
た
結
果
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
の

付
与
を
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
管
理
者
又
は
取
扱
者
は
、
電
磁
的
記
録
に
電
子
署
名
記
録
媒
体
に

よ
る
電
子
署
名
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
を
付
与
し
た
と
き
は
、
管
理
者
又
は

取
扱
者
は
、
決
定
済
み
の
起
案
文
書
の
公
印
照
合
・
押
印
欄
及
び
使
用
簿
の
付
与
者
欄
に
記
名
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

勤
務
時
間
外
に
あ
っ
て
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
使
用
は
、
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
使
用
状
況
の
調
査
等
）

第
十
一
条

局
長
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
管
理
及
び
使
用
状
況
等
に
つ
い
て
適
宜
必
要
な
事
項
を

調
査
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
の
管
理
及

び
使
用
状
況
等
に
つ
い
て
局
長
に
報
告
を
求
め
、
又
は
必
要
な
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
委
任
）

第
十
二
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
に
よ
る
電
子
署
名
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ４



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）５

東
京
都
下
水
道
局
長
委
任
条
項
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
十
七
号

東
京
都
下
水
道
局
長
委
任
条
項
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
下
水
道
局
長
委
任
条
項
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
中
「
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
十
七
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七

号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ６

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

南
砂
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
、
８
号
棟
）

江
東
区
南
砂
五
丁
目
二
十
四
番

中
層
耐
火

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

南
砂
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
、
７
号
棟
）

同
右

同
右

三
六
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

八
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

２４
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
七
番

同
右

四
二
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

同
右

同
右

同
右

四
二
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

２５
号
棟
）

同
右

同
右

三
六
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

同
右

同
右

同
右

五
四
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

２６
、
Ｎ－

２７
、
Ｎ－

２８
、
Ｎ－

２９

号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
八
番
ほ
か

同
右

五
六
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

八
八
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

３０
、
Ｎ－

３１
、
Ｎ－

３３
、
Ｎ－

３４
、

Ｎ－

３５
、
Ｎ－

３６
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
九
番
ほ
か

同
右

三
四
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
二
戸

同
右

同
右

同
右

三
四
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

同
右

同
右

同
右

五
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

三
六
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

４３
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
三
番

同
右

二
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

同
右

同
右

同
右

四
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

４４
号
棟
）

同
右

同
右

三
七
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

同
右

同
右

同
右

五
七
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

４５
、
Ｎ－

４６
号
棟
）

同
右

同
右

同
右

四
八
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

４８
、
Ｎ－

４９
号
棟
）

同
右

同
右

三
四
・
一
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

同
右

同
右

同
右

五
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

５３
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
一
番

同
右

四
一
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
六
戸



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
十
八
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

花
畑
第
３
ア
パ
ー
ト

（
２
、
３
、
４
、
５
号
棟
）

足
立
区
南
花
畑
四
丁
目
十
一
番

同
右

三
七
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
九
〇
戸

新
宿
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
７
号
棟
）

葛
飾
区
新
宿
四
丁
目
二
十
六
番

同
右

五
二
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

平
井
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
号
棟
）

江
戸
川
区
平
井
三
丁
目
四
番

同
右

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
九
戸



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ８



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）９



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） １０

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
号

次
の
特
定
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
一
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
２８
号
棟
）

東
大
和
市
清
原
一
丁
目
一
番
地

高
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
四
戸

二
六
、
五
〇
〇
円

七
五
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

三
〇
、
九
〇
〇
円

八
八
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
七
〇
〇
円

一
〇
四
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
六
、
六
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
四
、
〇
〇
〇
円

一
二
五
、
四
〇
〇
円

東
京
街
道
ア
パ
ー
ト

（
２９
号
棟
）

同
右

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

二
六
、
五
〇
〇
円

七
五
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

三
〇
、
九
〇
〇
円

八
八
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

三
六
、
六
〇
〇
円

一
〇
四
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

一
〇
四
、
五
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
三
、
九
〇
〇
円

一
二
五
、
一
〇
〇
円

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

５４
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
九
番

中
層
耐
火

四
二
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） １２
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
十
二
月

一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示

す
る
。令

和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

平
井
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
号
棟
）

江
戸
川
区
平
井
三
丁
目
四
番

中
層
耐
火

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

七
〇
戸



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）１３

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
三
号

東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
（
昭
和
六
十
三
年
東
京
都
条
例

第
百
三
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和

四
年
十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） １４

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
四
号

東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例
第
六

十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年

十
二
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）１５



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） １６



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）１７



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） １８
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
九
百
四
十
二
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
及
び
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
百

四
十
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
国
分
寺
市
東
元
町

三
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の

化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）１９
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
二
百
三
十
二

号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
全
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
羽
村
市
神
明
台
四

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ２０
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損

害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

加
入
区

の
名
称

発
起
人
の
住
所

及
び
氏
名

法
第
百
十
三

条
第
一
項
の

申
出
を
す
る

漁
業
協
同
組

合
の
名
称

縦
覧
期
間

縦
覧
場
所

に
い
じ

ま
加
入

区

新
島
村
本
村
五

丁
目
三
番
一
号

大
沼

三
郎

新
島
村
若
郷
十

番
十
七
号

植
松

寛
行

に
い
じ
ま
漁

業
協
同
組
合

令
和
四
年

十
一
月
三

十
日
か
ら

同
年
十
二

月
十
四
日

ま
で

新
島
村
若

郷
八
十
三

番
地

に
い
じ
ま

漁
業
協
同

組
合

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

青
梅
日
の
出

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字
大
久
野
字
長
井
五
千

十
六
番
一
地
内
か
ら
同
所
四
千
九
百
七
十
三
番

一
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）２１



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ２２
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一
㈠

路
線
名

奥
多
摩
青
梅

㈡

変
更
の
区
間

青
梅
市
和
田
町
二
丁
目
五
百
七
十
八
番
一
地

内
か
ら
同
所
五
百
八
十
六
番
一
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑴
の
と
お
り

二
㈠

路
線
名

大
久
野
青
梅

㈡

変
更
の
区
間

青
梅
市
和
田
町
二
丁
目
五
百
八
十
六
番
一
地

内
か
ら
同
所
五
百
七
十
八
番
一
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り

三
㈠

路
線
名

青
梅
日
の
出

㈡

変
更
の
区
間

青
梅
市
和
田
町
二
丁
目
五
百
七
十
八
番
一
地

内
か
ら
同
所
五
百
八
十
六
番
一
地
内
ま
で

㈢

変
更
の
概
要

別
図
表
示
⑵
の
と
お
り



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）２３
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

杉
並
あ
き
る
野

二

供
用
開
始
の
区
間

杉
並
区
成
田
東
二
丁
目
三
百
六
十
四
番
十

地
先
か
ら
同
区
成
田
西
二
丁
目
二
百
十
九

番
十
三
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ２４
◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

杉
並
あ
き
る
野

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

杉
並
区
成
田
東
二
丁
目
三
百
六
十
四
番
十
地
先
か
ら
同
区
成
田

西
二
丁
目
二
百
十
九
番
十
三
地
先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
十
二
月
一
日

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
一
号

き
ょ

東
京
都
下
水
道
局
暗
渠
等
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

き
ょ

東
京
都
下
水
道
局
暗
渠
等
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
規
程

き
ょ

東
京
都
下
水
道
局
暗
渠
等
の
利
用
に
関
す
る
規
程
（
平
成
九
年
東

京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
第
十
七
条
の
十
」
を
「
第
十
七

条
の
十
一
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削

る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都

き
ょ

下
水
道
局
暗
渠
等
の
利
用
に
関
す
る
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
二
号

下
水
道
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
損
傷
負
担
金
等
の
徴
収
等
に
関

す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

下
水
道
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
損
傷
負
担
金
等
の

徴
収
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

下
水
道
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
損
傷
負
担
金
等
の
徴
収
等
に
関

す
る
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
五
条
の
十
八
」
を
「
第
二
十
五
条
の
三
十
」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
十
一
号

昭
和
五
十
五
年
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
七
十
九
号
（
東
京
都
下

水
道
局
出
納
取
扱
金
融
機
関
及
び
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
指
定
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

二
収
納
取
扱
金
融
機
関
の
表
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
の

項
を
削
る
。

告

示
（
消
）

◉
東
京
消
防
庁
告
示
第
１０号

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
２３条

の
規
定
に
よ
り
、

た
き
火
禁
止
区
域
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
４
年
１１月

３０日東
京
消
防
庁

消
防
総
監

清
水

洋
文

１
指
定
区
域



（第17710号）東 京 都 公 報令和4年11月30日（水曜日）２５

八
王
子
市
高
尾
町
、
裏
高
尾
町
及
び
南
浅
川
町
（
明
治
の
森
高

尾
国
定
公
園
指
定
区
域
に
限
る
。
）
の
区
域
（
別
図
の
太
線
内
の

部
分
）

２
指
定
日
時

令
和
４
年
１２月

３１日
午
前
１０時

か
ら
令
和
５
年
１
月
３
日
午
後

３
時
ま
で



令和4年11月30日（水曜日）東 京 都 公 報（第17710号） ２６

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

ヒ
ュ
ー
リ
ッ
ク
渋
谷
宇
田
川
町
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
宇
田
川
町
十
二
番
十
八
号

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

橋
本

勝

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

大
山

一
也

七

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
東
急
ハ
ン
ズ

八

変
更
後
の
小
売
業
者

株
式
会
社
ハ
ン
ズ

の
氏
名
又
は
名
称

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
ハ
ン
ズ

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

木
村

成
一

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

桜
井

悟

十
二

変
更
日

令
和
四
年
十
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
十
一
月
十
一
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
五

年
三
月
三
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

七
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


